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中高生が強盗、殺人事件の容疑者に… 

首都圏を中心に民家を狙った強盗事件が相次いでいます。中には殺人に
まで至ったケースがあり、ニュースで耳にされた方は多いでしょう。警察の

捜査では、簡単に稼げるアルバイトを探していた人がＳＮＳで犯罪者と繋が
り、実行役や見張り役として取り込まれていたことが徐々に明らかになってき
ました。「トクリュウ」と呼ばれる匿名・流動型犯罪グループが、その黒幕とみ
られ、警察庁長官はあらためて「トクリュウ」への対策強化を求めました。 

近年、「闇バイト」という言葉を聞くことが多くなりました。みなさんは「闇バイト」とは何か知っています
か。「闇バイト」とは、高額報酬を謳いながら、実際には詐欺や強盗などの犯罪行為に加担させる違法なア
ルバイトのことをいいます。SNS やインターネットを通じて勧誘され、金銭的に困窮している人や若者がタ
ーゲットとされることが多いようです。これは決してアルバイトと呼べるものではなく、詐欺や強盗の実行犯
として利用されるケースが急増しています。２０２３年、千葉県で女子中学生が特殊詐欺の現金を引き出す
“出し子”の仕事を引き受け、窃盗容疑で逮捕された事案、２０２４年には関東に住む少年が山口県での強
盗予備容疑で逮捕された事案などがその例です。“闇バイト”から犯罪に加担する、させられることのない

ようにしましょう！ 

次ページは三重県警察本部が作成している「闇バイト」の危険性を訴えるパンフレットのひとつです。 
生徒のみなさんもぜひ最後まで読んでくださいね。 

やめたくても 

脅されて抜けられない… 

アリ地獄状態へ 

手口は非常に巧妙です。最初は本当に正当なバイトで比較的高
額な報酬が得らえることもあります。しかしそれが彼らの手口。一度

は信じ込ませて、だんだんと特殊詐欺などの犯罪行為に変化させら
れます。一度これらの闇バイトに応募してしまうと個人情報を知られ
てしまい、犯罪組織の手下として使われ始めます。一度でもそれらに
加担してしまうと、自分や家族に危害を加えられるなどのおどしを受
け、やめることができなくなっていきます。まさにアリ地獄ですよね。 
中学生だって対象外ではありません。生徒のみなさん、十分に気
をつけましょう。そして、何かに巻き込まれたりしたら、一刻も早く、警
察に相談しましょう。 

少年相談110番  
＃９１１０ または、０１２０－４１－７８６７ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


